
羽田空港三丁目三番 地先
令和元年７月１０日～令和２年３月下旬　（当初）
令和元年７月１０日～令和２年７月中旬　（変更後）
※工事の進捗に伴い日程が変更になる場合があります。
２４時間車線減少規制（常設帯規制）

発注者： 国土交通省　東京航空局　空港部　土木建築課　　03-5275-9295

受注者： ショーボンド建設株式会社　東京支店　　　　　　03-3649-2122

羽田空港　国道３５７号線
２４時間車線減少規制のお知らせ

（期間延長）

　構内道路橋（スカイアーチ橋）の塗装塗替え工事に伴い、
令和元年7月１０日より国道３５７号線の一部で２４時間車線
減少規制を実施しておりましたが、今般、以下のとおり期間延
長をいたしますので、お知らせいたします。

　羽田空港では、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、
羽田空港及び空港周辺における各種工事を実施しており、空港周辺の道路は断続的
に渋滞が発生しています。なるべく公共交通機関をご利用いただけますようご理解
ご協力のほどお願い致します。

規 制 時 間 ：

規 制 期 間 ：
対 象 区 間 ：

常設規制帯設置区間

第二ターミナルビル

Ｐ３ 駐車場 Ｐ４ 駐車場

Ｐ2 駐車場 Ｐ1 駐車場

常設帯により2車線→1車線
に減少します。

：常設帯設置区間

見通しの悪い急カーブ付近での車
線減少規制となります。十分注意
して走行してください。
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